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働くものの団結で生活と権利を守り

　
山
商
連
の
川
田
孝
子
事
務
局

長
は
、
売
り
上
げ
が
な
く
て
も

経
費
は
毎
月
か
か
る
、
地
域
の

経
済
・
雇
用
を
守
る
た
め
に
も

消
費
税
は
五
％
へ
減
税
を
、
自

粛
と
一
体
の
補
償
を
と
訴
え
ま

し
た
。

　
共
立
社
労
組
の
星
遼
太
委
員

長
は
、
外
出
自
粛
で
生
協
の
需

要
が
大
幅
に
増
加
し
、
職
員
の

　
県
労
連
は
五
月
一
日
、
吉
村

美
栄
子
知
事
に
「
新
型
コ
ロ
ナ

の
影
響
か
ら
雇
用
と
営
業
を
守

る
た
め
の
緊
急
要
請
」
を
行
い

ま
し
た
。
要
請
に
は
、
吉
村
知

事
が
直
接
対
応
し
ま
し
た
。

　
勝
見
忍
議
長
は
冒
頭
、
「
コ

ロ
ナ
禍
は
戦
後
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
深
刻
な
も
の
で
、
全
世

代
、
全
産
業
、
全
雇
用
形
態
、

全
分
野
に
影
響
が
及
ん
で
い
る
。

県
民
の
切
実
な
願
い
に
寄
り
添

う
と
と
も
に
、
専
門
家
の
知
見

は
も
ち
ろ
ん
県
民
各
層
の
知
恵

と
力
を
垣
根
な
く
結
集
し
て
ほ

し
い
」
と
求
め
ま
し
た
。

　
知
事
は
雇
用
維
持
の
た
め
の

県
独
自
の
施
策
と
し
て
「
解
雇

し
な
い
企
業
に
国
の
雇
用
調
整

助
成
金
に
一
〇
分
の
一
の
上
乗

せ
」
「
休
業
要
請
に
協
力
す
る

負
担
も
増
し
て
い
る
と
紹
介
し
、

国
に
は
休
業
手
当
の
裏
付
け
と

な
る
雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充

な
ど
を
求
め
ま
し
た
。

　
県
教
組
山
形
地
区
支
部
の
後

藤
美
子
書
記
長
は
、
首
相
に
よ

る
全
国
一
斉
休
校
の
要
請
が
与

え
た
混
乱
を
告
発
。
子
ど
も
た

ち
の
学
ぶ
権
利
の
保
障
等
を
呼

び
か
け
ま
し
た
。

事
業
所
へ
緊
急
経
営
改
善
支
援

金
の
支
給
」
な
ど
を
実
施
す
る

こ
と
に
し
て
お
り
、
国
の
制
度

と
合
わ
せ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
取

り
組
み
た
い
と
答
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
知
事
は
、
緊

急
事
態
宣
言
が
一
ヶ

月
伸
び
れ
ば
経
営
も

さ
ら
に
厳
し
く
な
る

と
し
、
「
政
府
と
し

て
補
償
と
一
体
に
し

て
も
ら
い
た
い
」
と

述
べ
国
に
求
め
て
い

く
考
え
を
示
し
ま
し

た
。

　
要
請
事
項
は
▼
解

雇
・
リ
ス
ト
ラ
の
防

止
、
雇
用
維
持
▼
中

小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
の
営
業
を
守
る

▼
県
民
生
活
の
防
衛

　
ス
ピ
ー
チ
の
様
子
の
一
部
は

動
画
と
し
て
撮
影
さ
れ
、
山
形

県
労
連
の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
う

え
、
全
労
連
か
ら
提
起
の
あ
っ

た
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
（
＃
メ
ー
デ

ー
２
０
２
０
、
＃
補
償
で
防
ご

う
感
染
拡
大
）
を
つ
け
て
、
ツ

イ
ッ
タ
ー
で
も
拡
散
さ
れ
ま
し

た
。

▼
ア
ル
バ
イ
ト
学
生
の
生
活
保

障
▼
い
ま
こ
そ
消
費
税
減
税
な

ど
十
一
項
目
で
す
。

緊
急
事
態
宣
言
「
補
償
と
セ
ッ
ト
で
」

　
五
月
一
日
、
山
形
駅
東
口
で
、

第
九
一
回
山
形
県
中
央
メ
ー
デ

ー
の
街
頭
ア
ピ
ー
ル
行
動
が
実

施
さ
れ
、
実
行
委
員
会
構
成
各

団
体
か
ら
約
二
〇
人
が
参
加
。

「
自
粛
と
補
償
は
一
体
に
」
な

ど
と
書
か
れ
た
横
断
幕
を
掲
げ

て
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
、
集
会
・
パ

レ
ー
ド
は
実
施
し
ま
せ
ん
で
し

た
。

　
実
行
委
員
会
の
上
田
潤
事
務

局
次
長
（
県
医
労
連
書
記
長
）

の
司
会
で
、
五
人
が
マ
イ
ク
を

握
り
各
分
野
に
お
け
る
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
や
国
・

自
治
体
へ
の
要
求
な
ど
を
ス
ピ

ー
チ
し
ま
し
た
。

　
上
田
書
記
長
は
、
人
手
不
足

で
医
療
崩
壊
・
介
護
崩
壊
の
局

面
に
あ
る
と
述
べ
、
不
足
の
マ

ス
ク
を
職
員
自
ら
調
達
等
、
リ

ア
ル
な
実
態
を
紹
介
。
医
師
・

看
護
師
・
介
護
職
員
の
大
幅
増

員
、
公
立
・
公
的
四
二
四
（
県

内
七
）
病
院
統
廃
合
計
画
の
撤

回
と
、
国
の
責
任
に
よ
る
病
床

確
保
な
ど
を
訴
え
ま
し
た
。

　
実
行
委
員
会
の
勝
見
忍
代
表

委
員
（
県
労
連
議
長
）
は
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
下
で
働
く
全
て
の

人
た
ち
を
労
い
、
日
本
で
一
〇

〇
年
の
節
目
を
迎
え
た
メ
ー
デ

ー
の
意
義
は
一
層
重
要
だ
と
強

調
。
コ
ロ
ナ
で
新
自
由
主
義
の

ゆ
が
み
等
も
明
ら
か
に
な
り
、

「
こ
ん
な
社
会
で
よ
い
の
か
」

の
問
い
も
拡
が
る
中
、
世
論
で

一
人
一
〇
万
円
の
定
額
給
付
金

が
実
現
し
た
こ
と
を
例
に
「
声

を
あ
げ
て
た
た
か
え
ば
道
は
開

け
る
」
と
述
べ
、
自
粛
と
補
償

は
一
体
に
、
医
療
体
制
の
拡
充

を
、
コ
ロ
ナ
後
の
社
会
の
展
望

を
等
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

要
請
に
吉
村
知
事
対
応

平和と民主主義、中立の日本をめざそう
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　2020年5月3日、施行後73年目となる憲法記念日を迎えます。私たち「安倍９条改憲　
ＮО！やまがた県民の会」の主催による5月3日の憲法講演会を新型コロナウイルスの感
染拡大にともない、代替の行動も検討しましたが中止することと判断しました。
　安倍政権は、2015年に憲法違反の集団的自衛権行使を可能とする安保法制＝戦争法の
成立を強行しました。安倍首相はその後も、解釈改憲にとどまらず明文改憲への執念を
露わにしています。自民党の９条改憲案は、自衛隊を９条に明記し、米軍と一体となっ
て海外での戦争に参加することを可能とするものとなっています。

　安倍首相は新型コロナの感染拡大をうけた「緊急事態宣言」の発令に関する国会審議
の中で、「（緊急時に）国家や国民がどのような役割を果たし、国難を乗り越えていく
べきか、そのことを憲法にどのように位置づけるかについては、極めて重く大切な課題」
と発言し、憲法に緊急事態条項を創設する議論を憲法審査会ですすめるよう呼びかけた
のです。
　しかし、改憲は緊急性がまったくないうえ、国民の中で意見の相違がある問題です。
いま、コロナ問題の対応で国民が政治的立場を超えて連帯するべきときに、国民に分断
を持ち込むことはやめるべきです。国際社会とともに日本の国民全体が新型コロナの脅
威に立ち向かい、いのちを守ろうと懸命な努力を続けているにもかかわらず、この機に
乗じて改憲論議をすすめようとする姿勢は許されません。
　コロナ感染拡大の中で、医療体制の確保と検査体制の拡充に必要な予算を手当てしよ
うともせず、休業要請しても補償には背を向けているにもかかわらず、基本的人権の制
限にだけ熱中するなど到底容認できません。

　感染が拡大している状況の下で、労働の現場では、医療をはじめ介護、保育、福祉や
小売り・流通、さらに公務職場でも、安全衛生面で不十分な環境の中で、まさに命がけ
で働かせられており抜本的改善が急務です。また、感染防止のため在宅勤務が呼びかけ
られていますが、コロナ問題を口実に、テレワークや裁量労働、変形労働時間など労働
時間の一層の規制緩和や雇用によらない働き方の拡大など労働者保護を骨抜きにしよう
とする動きには警鐘を鳴らさなければなりません。

　現下のコロナ禍によって、日本の医療・検査体制がいかに脆弱であり、雇用の安定的
な保障や中小企業・自営業への支援政策がいかに貧弱なものであるかが明らかとなって
います。この間の自民党政権が、医療・介護など社会保障制度を後退させ続けてきたこ
と、そして低賃金の押し付けと非正規雇用の増大など雇用破壊を続け、中小企業支援に
背を向けて、大企業・富裕層中心の経済政策を繰り返してきたことが、安倍政権の後手
後手の対応の背景にあるといえます。

　新型コロナの感染拡大に対して、私たちは国際社会と連帯し、国民が力を合わせて事
態を打開していくことを心から呼びかけます。
　このたび、「5.3」の行動は中止しますが、安倍政権による改憲を阻止するたたかいは、
一層強化していかなくてはなりません。私たちは、平和といのちと人権を大切にして、
憲法を守り生かそうとするすべての人々とともに、改憲の動きに立ち向かっていく決意
です。
　「安倍９条改憲反対！改憲発議に反対する全国緊急署名」に全力をあげましょう。今
度こそ、市民と野党の共闘で安倍政治を終わらせ、「二度と戦争しない」「そのための
武力をもたない」と決めた憲法９条を守り抜き、憲法が生きる社会を実現しましょう。

以上   　

【５．３ アピール】

2020 年 5 月 3 日
安倍９条改憲ＮО！ やまがた県民の会

共同代表  高 木 紘 一
共同代表    森   伊 織


